
 

海田町告示第２４号 

海田町児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

 

××××××××××××××××××海田町長 竹 野 内  啓 佑××××××× 

 

×××海田町児童クラブ運営費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

×海田町児童クラブ運営費補助金交付要綱（令和４年海田町告示第１１６号）の一部を次

のように改正する。 

別表放課後児童健全育成事業（年間開所日数２５０日以上の事業所）の項中「４，３１

３，０００円」を「４，６１５，０００円」に，「２９，０００円」を「３０，０００円」

に，「６，５５２，０００円」を「６，９３９，０００円」に，「（３６人－年間平均児

童数）×２６，０００円」を「３６人－年間平均児童数）×２７，０００円」に，「７５，

０００円」を「８５，０００円」に，「（年間開所日数－２５０日）×２６，０００円」

を「（年間開所日数－２５０日）×２８，０００円」に，「１日６時間を超え，かつ１８

時」を「１８時半」に，「６７１，０００円」を「７２０，０００円」に，「３０２，０

００円」を「３２４，０００円」に改め，同表障がい児受入推進事業の項中「２，０５９，

０００円」を「２，２３２，０００円」に改め，同表送迎支援事業の項中「５３６，００

０円」を「５８１，０００円」に改める。 

附 則 

この告示は，公示の日から施行し，令和７年度分の補助金から適用する。 

 


